
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

                                        （新設） 

資料番号 30 担当課 子育て支援課 

法令名 子ども・子育て支援法 根拠条項 58④ 
不利益処

分の種類 
報告命令等（教育・保育情報） 

 

【子ども・子育て支援法】 

第四節 教育・保育に関する情報の報告及び公表 

第五十八条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以

下「特定教育・保育施設等」という。）の確認を受け、教育・保育の提供を開始しようと

するときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する教育・

保育に係る教育・保育情報（教育・保育の内容及び教育・保育を提供する施設又は事業者

の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受

けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学

前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令

で定めるものをいう。以下同じ。）を、教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の

都道府県知事に報告しなければならない。 

４ 都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚

偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、

期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の

内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。 
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